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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取って得られたデジタル原画像に対して行われた、裏写り補正を軽減させる
裏写り軽減処理手段を有する画像処理装置であって、画素を中心とした特定の大きさのウ
ィンドウ内における平均画素値と、該画素の裏写り軽減処理後の画素値との差分値を算出
する差分算出手段と、画素におけるエッジの強度を算出するエッジ強度算出手段と、を備
え、前記裏写り軽減処理手段は、前記原画像の各画素について、裏写り軽減処理の強度の
パラメータＴＨ１より、前記差分算出手段で算出した差分値が大きいときには、前記画素
に対する原画像の画素値を出力し、前記パラメータＴＨ１より前記差分値が小さく、且つ
、前記エッジ強度算出手段で算出した前記画素におけるエッジの強度が、ノイズによるエ
ッジと画像中の文字・写真等のエッジを区別する閾値ＴＨ２より大きい場合、前記画素に
対する原画像の画素値を出力し、また、前記パラメータＴＨ１より前記差分値が小さく、
且つ、前記閾値ＴＨ２より前記エッジの強度が小さい場合、前記画素に対する原画像の画
素値と前記差分値との差分を出力すること特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記裏写り軽減処理の強度のパラメータＴＨ
１は、原稿ごとに予め統計的に算出された紙の透過率から算出しておくことを特徴とした
画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記ノイズによるエッジと画像中の文字・写
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真等のエッジを区別する閾値ＴＨ２は、原稿の紙の質ごとに予め統計的に算出しておくこ
とを特徴とした画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像処理装置において、前記エッジの強度は、ラプラシアンによって
算出することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　原稿を読み取って得られたデジタル原画像に対して行われた、裏写り補正を軽減させる
裏写り軽減処理ステップを有する画像処理方法であって、画素を中心とした特定の大きさ
のウィンドウ内における平均画素値と、該画素の裏写り軽減処理後の画素値との差分値を
算出する差分算出ステップと、画素におけるエッジの強度を算出するエッジ強度算出ステ
ップと、を備え、前記裏写り軽減処理ステップは、前記原画像の各画素について、裏写り
軽減処理の強度のパラメータＴＨ１より、前記差分算出手段で算出した差分値が大きいと
きには、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、前記パラメータＴＨ１より前記差分
値が小さく、且つ、前記エッジ強度算出手段で算出した前記画素におけるエッジの強度が
、ノイズによるエッジと画像中の文字・写真等のエッジを区別する閾値ＴＨ２より大きい
場合、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、また、前記パラメータＴＨ１より前記
差分値が小さく、且つ、前記閾値ＴＨ２より前記エッジの強度が小さい場合、前記画素に
対する原画像の画素値と前記差分値との差分を出力すること特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかに記載の画像処理装置の各手段としてコンピュータを機能さ
せるための画像処理プログラム。
【請求項７】
　コンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、請求項６に記載の画像処理プログラ
ムを記録したことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像処理方法、画像処理装置、画像処理プログラム、及び記録媒体に関し、
より詳細には、デジタル画像処理において裏写りや敷き写りを軽減する画像処理方法、画
像処理装置、画像処理プログラム、及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の裏写り軽減技術の多くは、印刷物の両面をスキャナ等でデジタルデータとして取り
込み、表裏両面のマッチングを採ることで裏写り成分を特定しようとするものである。こ
れはブックスキャナと呼ばれ、両面の画像を読み込むために一般に装置が大型化し、かつ
専用のハードウェアを必要とする。また表裏の画像のマッチングにおいては、非線型の位
置ずれや紙の透過率の計算などの問題がある。この方式の例としては、例えば特開平５－
２２５７２号公報、特開平６－６２２１６号公報、特開平８－２６５５６３号公報、特開
平９－２３３３１９号公報、特開平９－３１２７７０号公報、特開平１０－２６２１４７
号公報、特開平１１－４１４６６号公報、特開２０００－２２９４６号公報、特開２００
０－９２３２４号公報、特開２０００－１３７３５５号公報、特開２０００－１８８６６
８号公報等に記載の発明がある。
【０００３】
片面の画像から裏写り成分を軽減する方式としては、圧板の反射率を低く押さえる方式が
ある。例えば特開平１１－２９８６９４号公報に記載の発明や特開平１１－３３１５６１
号公報に記載の発明が該当するが、原稿部以外の領域が出力で暗く出てしまう欠点がある
。
【０００４】
圧板等の機械的な工夫無しに片面の画像から裏写り成分を検出・軽減することを目的とし
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た方式としては、特開平７－３０７５７号公報に記載の発明がある。この方式は原稿の輝
度のヒストグラムの分布からノイズ除去の閾値を決定することにより、通常の画像のみな
らず汚れの多い画像にも対応することをねらっているが、画像全体のヒストグラムが予め
必要となることに加え、ノイズを除去する閾値を適応的に変化させるだけだから、例えば
中間調領域に生じた裏写りに対しては、中間調ごと除去するか、そのまま裏写りが残るか
、どちらかになってしまう。
【０００５】
上記と同じ欠点を持つ方式としては、例えば特開平７－２９８０５５号公報、特開平１０
－６５９２１号公報、特開平１０－２５７３２５号公報、特開平１１－１８７２６６号公
報等に記載の発明がある。ここで挙げた方式はいずれも画像の濃度ヒストグラムを予め用
意した評価関数の値により、画像濃度分布を適応的に変化させるものである。
【０００６】
上記の欠点を克服し、中間調領域の裏写りへの対応を考えた方式として、特開平８－３４
０４４７号公報に記載の発明がある。この方式では主に彩度情報から裏写り領域を特定し
、該領域の濃度を選択的に変化させることにより、上記対応を行うことを目的としている
が、裏面に彩度の高い文字や写真があった場合に対応できない。
【０００７】
中間調領域の裏写りのみならず、裏面に高彩度領域がある場合でも裏写り軽減が可能であ
ることを目的とした方式として、例えば、当出願人による特願平１１－３５４４１２号明
細書に記載の発明があるが、局所的背景色の推定のために、原稿中の網点等の構造を平滑
化する必要があり、平滑化画像を基調とした出力となるために、原稿内部の細部の再現性
に問題がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
裏写り軽減処理をはじめとする多くの画像処理では、局所的な色推定の精度を上げるため
に、初段で原画像を平滑化することが多い。該平滑化画像を用いた画像処理方法では、平
滑化に起因するディフェクトは不可避である。このディフェクトには例えば過度の平滑化
がある。
【０００９】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、入力画像が過度に平滑化さ
れることを防ぎつつ、裏写りや敷き写りを軽減することが可能な画像処理方法、画像処理
装置、画像処理プログラム、及び記録媒体を提供することをその目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上述の理由から、写真等の中間調表現された領域でディフェクトが生じ易い。これを回避
するためには出力画像も入力画像と同じ中間調表現を基調とすることが有効である。
【００１１】
また平滑化に起因するディフェクトを回避するためには、平滑化以前の原画像から直接補
正情報を抽出しなければならない。
【００１２】
また過度の補正を防ぐためには、紙の透過率を考えて、検出された裏写り成分が妥当かど
うかを判断する方法が有効である。この場合には紙の種類により透過率は異なるので、例
えば新聞紙とそれ以外の紙で別々に予め統計的に透過率を計算しておくことが有効である
。
【００１３】
　本発明に係る画像処理は、紙面に印刷された原稿をデジタルスキャナ等を用いてデジタ
ル入力して得られるデジタル原画像に対して、局所的なウィンドウ内部での評価関数の値
により、その後に裏写り軽減処理を施すか否かを決めることを特徴とする。
【００１４】
　また本発明に係る画像処理は、前記のように裏写り軽減処理を施した領域でも、該領域
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において検出された裏写り成分が、予め決めておいた閾値よりも大きい場合には、裏写り
軽減処理を施さないようにすることで、裏写り補正処理の誤補正を修正する機能を持つこ
とを特徴とする。
【００１５】
　また本発明に係る画像処理は、原稿の紙の質ごとに予め該閾値を計算しておくことで、
多くの種類の原稿に対応できることを特徴とする。該閾値は処理の強度としてユーザ側で
設定することもできる。
【００１６】
　請求項１の発明は、原稿を読み取って得られたデジタル原画像に対して行われた、裏写
り補正を軽減させる裏写り軽減処理手段を有する画像処理装置であって、画素を中心とし
た特定の大きさのウィンドウ内における平均画素値と、該画素の裏写り軽減処理後の画素
値との差分値を算出する差分算出手段と、画素におけるエッジの強度を算出するエッジ強
度算出手段と、を備え、前記裏写り軽減処理手段は、前記原画像の各画素について、裏写
り軽減処理の強度のパラメータＴＨ１より、前記差分算出手段で算出した差分値が大きい
ときには、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、前記パラメータＴＨ１より前記差
分値が小さく、且つ、前記エッジ強度算出手段で算出した前記画素におけるエッジの強度
が、ノイズによるエッジと画像中の文字・写真等のエッジを区別する閾値ＴＨ２より大き
い場合、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、また、前記パラメータＴＨ１より前
記差分値が小さく、且つ、前記閾値ＴＨ２より前記エッジの強度が小さい場合、前記画素
に対する原画像の画素値と前記差分値との差分を出力すること特徴とする画像処理装置で
ある。
【００１７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記裏写り軽減処理の強
度のパラメータＴＨ１は、原稿ごとに予め統計的に算出された紙の透過率から算出してお
くことを特徴としたものである。
【００１８】
　請求項３の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記ノイズによるエッジ
と画像中の文字・写真等のエッジを区別する閾値ＴＨ２は、原稿の紙の質ごとに予め統計
的に算出しておくことを特徴としたものである。
【００１９】
　請求項４の発明は、請求項１に記載の画像処理装置において、前記エッジの強度は、ラ
プラシアンによって算出することを特徴としたものである。
【００２３】
　請求項５の発明は、原稿を読み取って得られたデジタル原画像に対して行われた、裏写
り補正を軽減させる裏写り軽減処理ステップを有する画像処理方法であって、画素を中心
とした特定の大きさのウィンドウ内における平均画素値と、該画素の裏写り軽減処理後の
画素値との差分値を算出する差分算出ステップと、画素におけるエッジの強度を算出する
エッジ強度算出ステップと、を備え、前記裏写り軽減処理ステップは、前記原画像の各画
素について、裏写り軽減処理の強度のパラメータＴＨ１より、前記差分算出手段で算出し
た差分値が大きいときには、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、前記パラメータ
ＴＨ１より前記差分値が小さく、且つ、前記エッジ強度算出手段で算出した前記画素にお
けるエッジの強度が、ノイズによるエッジと画像中の文字・写真等のエッジを区別する閾
値ＴＨ２より大きい場合、前記画素に対する原画像の画素値を出力し、また、前記パラメ
ータＴＨ１より前記差分値が小さく、且つ、前記閾値ＴＨ２より前記エッジの強度が小さ
い場合、前記画素に対する原画像の画素値と前記差分値との差分を出力すること特徴とす
る画像処理方法である。
【００３０】
　請求項６の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の画像処理装置の各手段としてコ
ンピュータを機能させるための画像処理プログラムである。
　請求項７の発明は、コンピュータが読み取り可能な記録媒体であって、請求項６に記載
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の画像処理プログラムを記録したことを特徴とする記録媒体である。
【００３８】
【発明の実施の形態】
　図１は、本発明の一実施形態による画像処理装置を説明するためのモジュール構成図で
ある。本実施形態において、スキャナ，デジタルカメラ等の画像入力機器１から入力され
た画像は、ＲＡＭ６に蓄積される。また後述する一連の処理はＲＯＭ７に蓄積されたプロ
グラムをＣＰＵ５が読み出すことによって実行される。また処理の途中経過や途中結果は
ＣＲＴ等の表示装置２を通じてユーザに提示され、必要な場合にはキーボード３からユー
ザが処理に必要なパラメータを入力指定する。後述する処理の実行中に作られる中間デー
タはＲＡＭ６に蓄積され、必要に応じてＣＰＵ５によって読み出し、修正・書き込みが行
われる。一連の処理の結果として生成された画像は、その後の画像処理に使用されるか、
もしくはＲＡＭ６から読み出されて、画像印刷機器（プリンタ）４に出力される。
【００３９】
　図２は、本発明の一実施形態に係る画像処理方法を説明するためのフロー図である。本
発明は主にデジタル複写機の中の画像処理に相当する。本発明の後には色補正等、通常の
複写機における処理が行われる。
【００４０】
　スキャナ１によって画像が入力された後（ステップＳ１）、その画像に、局所適応的平
滑化等の平滑化処理を行う（ステップＳ２）。次に、裏写り補正等のコピアの画像処理を
行う（ステップＳ３）。この画像処理の後、補正画像を合成する補正画像合成処理を施し
（ステップＳ４）、画像をプリンタ等で出力する（ステップＳ５）。ここで、裏写り補正
処理、すなわち裏写り除去処理は、例えば、特願平１１－３５４４１２号及び特願２００
０－２３４３３号明細書に記載の方法を用いる。
【００４１】
図３は、裏写り補正画像合成処理を詳細に説明するためのフロー図であり、局所適応的エ
ッジ保持平滑化処理を説明するためのフロー図である。上で述べたようにこの合成処理は
主に裏写り軽減処理の後処理として考えているため、該処理の出力であるデジタルデータ
を入力画像とする。
【００４２】
まず、従来技術の説明で述べた方式等による裏写り軽減処理が行われ、その出力が得られ
たとする。ステップＳ１１のスキャン順の先頭画素の位置（ｉ，ｊ）に対して、最初にそ
の裏写り軽減処理出力画像と、そのもとになった平滑化された入力画像との差分ｄ（ｉ，
ｊ）＝ＡＶＧ（ｉ，ｊ）－ＳＴＥＭ（ｉ，ｊ）を計算する（ステップＳ１２）。ここで、
ＡＶＧ（ｉ，ｊ）は位置（ｉ，ｊ）の画素を中心としたｎ×ｎのウィンドウ内における平
均、ＳＴＥＭ（ｉ，ｊ）は位置（ｉ，ｊ）における裏写り軽減処理の出力を指す。その差
分ｄ（ｉ，ｊ）は裏写り成分画像であり、平滑化画像と同じ解像度で得ることができる。
【００４３】
次に、ステップＳ１３において、差分画像中の画素値｜ｄ（ｉ，ｊ）｜が、予め決められ
た閾値ＴＨ１よりも大きい画素については、裏写り軽減処理における誤りとみなし、この
画素については入力画像の画素値ＩＮＰＵＴ（ｉ，ｊ）をそのまま出力ＯＵＴＰＵＴ（ｉ
，ｊ）とする（ステップＳ１８）。この画素を条件１を満たす画素とする。ここで閾値Ｔ
Ｈ１は紙の透過率と相関があるから、予め代表的な紙の種類についてはＴＨ１を統計的に
求めておくことができる。また、ＴＨ１は裏写りと原稿前面の画像を分別するものである
から、これを裏写り軽減処理の強度のパラメータとみなし、ユーザ側で設定することもで
きる。
【００４４】
上記条件１を満たさない画素についてのみ、すなわちステップＳ１３においてＹＥＳと判
断された場合にのみ、次に以下の計算をする。
その画素の位置を（ｉ，ｊ）とし、入力画像、すなわち原画像中の（ｉ，ｊ）におけるエ
ッジの強度｜Ｅ（ｉ，ｊ）｜を計算する。このエッジ強度計算には例えばラプラシアンに
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よる計算がある。
【００４５】
また網点で表現された画像から文字等のエッジを抽出するのに都合の良い、以下のような
フィルタを用いても良い。
【００４６】
図４は、方位選択性を持つ小ウィンドウを説明するための図である。
網点で表現された画像中の注目画素を中心とする斜め方向の小ウィンドウ×４，垂直・水
平方向の小ウィンドウ×４の合わせて８つの方位選択性ウィンドウを考える。これは注目
画素を含む８方位のウィンドウ（方位選択性ウィンドウと呼ぶ）の集合である。例えば、
図４中、灰色丸（注目画素）で表わした注目画素と、黒丸（●）で示した画素が右上ウィ
ンドウとなり、灰色丸と白丸（○）が下ウィンドウとなる。同じように他の方位も定義す
る。
【００４７】
各方位選択性ウィンドウについてその内部での画素値の平均を計算する。文字等のエッジ
部分以外を考えた場合、網点は２次元の周期構造であるから、方位選択性ウィンドウの大
きさが適当であれば、その平均間の分散は網点１周期の分散以下になる。文字等のエッジ
は直線性が高いために、上のような方位間の平均を計算した場合には、その分散が大きく
なる。
以上のような特徴を用いて、閾値を適当に定めることにより、網点で表現された画像から
、文字等のエッジを抽出することができる。
【００４８】
ステップＳ１４において、エッジ強度｜Ｅ（ｉ，ｊ）｜が、予め決めてある閾値ＴＨ２を
超える画素については、明らかに原稿前面画像の一部であるとみなし、この画素について
は入力画像の画素値をそのまま出力とする（ステップＳ１８）。この画素を条件２を満た
す画素とする。
【００４９】
ＴＨ２はノイズによるエッジと、画像中の文字・写真等のエッジを分けるものであるから
、予め代表的な種類の紙について妥当な値を設定しておくことができる。またユーザ側で
設定することもできる。
【００５０】
次に条件１を満たさず、かつ条件２を満たさない画素についてのみ、平滑化される前の原
画像ＩＮＰＵＴ（ｉ，ｊ）と上記非前面成分ｄ（ｉ，ｊ）との差分を取り、これを出力Ｏ
ＵＴＰＵＴ（ｉ，ｊ）とする（ステップＳ１５）。ここで処理される画素を条件３を満た
す画素とする。
【００５１】
上記条件１、条件２、及び条件３によりすべての画素が処理される。すなわち、ステップ
Ｓ１６において全画素を処理したかを判断し、処理済みであれば終了し、未処理の画素が
あれば、ステップＳ１７においてスキャン順の次の画素に示す位置（ｉ，ｊ）に対するス
テップＳ１２以降の処理を続行する。入力画像のすべてに画素について、各条件を計算す
る場合に比べ、上記のように条件を絞り込むことにより、計算量を削減することができる
。
【００５２】
　本発明の画像処理の後には例えば孤立点除去や色補正、領域識別等の通常のコピア搭載
の画像処理が施される。
【００５３】
図５に中間調領域に生じた裏写りの例を示し、図６に従来の裏写り軽減処理を施した後の
出力の例を示している。図７は、図４の方法によるエッジ抽出の例を示す図であり、図６
にエッジ抽出フィルタを掛けたものを示している。網点上の裏写りは、方位間の分散を縮
小する方向に働くため、閾値を適当に設定することにより前景の文字等の強いエッジのみ
取り出すことができる。
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図８は、裏写り軽減処理及び補正画像合成処理を施した後の出力画像の例を示す図である
。入力画像と同じように網点で再現されることにより、前景文字の細部まで再現される。
【００５４】
　以上、本発明の画像処理方法及び装置を説明してきたが、本発明の実施形態としては、
図１を用いた説明で触れたように、コンピュータに、これらの画像処理方法を実行させる
ための、或いは画像処理装置として機能させるための画像処理プログラム、及び該プログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体としても可能である。
【００５５】
【発明の効果】
本発明によれば、写真等の中間調表現された領域に対して裏写りを軽減しつつ、原画像と
同じ中間調表現の出力画像を合成することができる。また、本発明によれば、裏写り成分
の大きさにより処理を切り替えることにより、裏写り補正処理の誤補正を修正することが
できる。また、原稿中の細部の再現性を向上させることができる。さらに、入出力の中間
調表現形態が同じであることから、裏写り軽減処理全体をモジュール化して扱うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態による画像処理装置を説明するためのモジュール構成図で
ある。
【図２】　本発明の一実施形態に係る画像処理方法を説明するためのフロー図である。
【図３】　裏写り補正画像合成処理を詳細に説明するためのフロー図である。
【図４】　方位選択性を持つ小ウィンドウを説明するための図である。
【図５】　中間調領域に生じた裏写りの例を示す図である。
【図６】　従来の裏写り軽減処理を施した後の出力画像の例を示す図である。
【図７】　図４の方法によるエッジ抽出の例を示す図である。
【図８】　裏写り軽減処理及び補正画像合成処理を施した後の出力画像の例を示す図であ
る。
【符号の説明】
１…画像入力機器（スキャナ）、２…表示装置、３…キーボード、４…画像印刷機器（プ
リンタ）、５…ＣＰＵ、６…ＲＡＭ、７…ＲＯＭ。
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